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○つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

平成１８年３月２７日 

条例第２９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２の規定に基

づき、特別職の職員で非常勤のもの（議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。）

に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（平２０条例３７・一部改正） 

（報酬） 

第２条 特別職の職員の報酬は、別表第１のとおりとする。ただし、特別職の職員のうち

市内の公立学校の教職員については、別表第２に掲げる費用弁償を支給するものとし、

報酬は支給しない。 

（平１８条例１５９・平２０条例３７・一部改正） 

第３条 前条に定める報酬は、次の区分により支給する。 

（１） 年額によるものは、翌年３月 

（２） 月額によるものは、毎月 

（３） 日額によるものは、その職務執行のとき。 

（報酬の日割計算及び月割計算） 

第４条 第２条の報酬を月額で定められている特別職の職員（次項において「月額報酬特

別職」という。）が月の中途において任用されたとき、又は月の中途において退職、失

職、死亡等（以下「退職等」という。）によりその職を離れたときは、その月の報酬額

は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、あらかじめ月の勤務日数が定められている月額報酬特別職

が月の中途において任用されたとき、又は月の中途において退職等によりその職を離れ

たときは、その月の報酬額は、報酬の月額をその月における勤務を要する日数で除して

得た額に実際に勤務した日数を乗じて計算した額とする。 

３ 特別職の職にあるものの報酬が年額をもって定められている場合、新たに特別職の職

についたときは、当月分から月割計算により報酬を支給し、離職し、又は死亡したとき

は、その月分までの報酬を月割計算により支給する。 

（重複給与の禁止） 
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第５条 市長、副市長及び教育長が特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤

の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は

支給しない。 

（平１９条例１８・平２７条例１６・一部改正） 

（費用弁償） 

第６条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅

費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第１及び別表第２に掲げる職に相当する

職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。 

３ 前項に定めるもののほか、特別職の職員の旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続、

調整その他の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。 

（令元条例３８・令６条例１４・一部改正） 

（委任） 

第７条 別表第１及び別表第２に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償並び

にこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（令元条例３８・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年３月２７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年伊奈村条例第４２号）若しくは谷和原村特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年谷和原村条例第

３７号）又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関す

る条例（平成５年谷和原・伊奈下水道組合条例第１９号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年条例第１５９号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

附 則（平成１８年条例第１６６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第１８号） 
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この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第４５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第１５号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第３７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年条例第１４号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第６号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第１０号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第２４号） 

この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第１８号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第１１号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第２６号） 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定（「母
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子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改める部分を除く。）は、公布の日から施

行する。 

附 則（平成２７年条例第１６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により教育長がなお従前の例

により在職する場合においては、この条例第２条による改正後の第５条及び別表第１の

規定は適用せず、改正前の第５条及び別表第１の規定は、なおその効力を有する。 

附 則（平成２８年条例第８号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第２１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年条例第１８号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年条例第３８号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年条例第１０号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第１２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年条例第１４号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年条例第１９号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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附 則（令和７年条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２条、第６条、第７条関係） 

（平２６条例１１・全改、平２６条例２６・平２７条例１６・平２８条例８・平

２８条例２１・平３１条例１８・令元条例３８・令２条例１０・令３条例１２・

令５条例２１・令６条例１４・令７条例１９・令７条例２３・一部改正） 

職名 報酬区分 報酬額 旅費（相当

する職） 

教育委員会 委員 月額 ４５，０００円 一般職 

選挙管理委員会 委員長 日額 １０，２００円 

委員 日額 ９，０００円 

監査委員 知識経験者 日額 １５，０００円 

議会選出 日額 １２，０００円 

農業委員会 会長  毎月５９，０００

円を支給するこ

とに加え、農地利

用最適化に係る

活動及び成果の

実績に応じて国

から交付される

交付金の範囲内

で市規則で定め

る方法により算

出した額を支給

する。 

職務代理者  毎月５４，０００

円を支給するこ

とに加え、農地利

用最適化に係る

活動及び成果の

実績に応じて国



6/9 

から交付される

交付金の範囲内

で市規則で定め

る方法により算

出した額を支給

する。 

委員  毎月５２，０００

円を支給するこ

とに加え、農地利

用最適化に係る

活動及び成果の

実績に応じて国

から交付される

交付金の範囲内

で市規則で定め

る方法により算

出した額を支給

する。 

農地利用最

適化推進委

員 

 毎月４９，０００

円を支給するこ

とに加え、農地利

用最適化に係る

活動及び成果の

実績に応じて国

から交付される

交付金の範囲内

で市規則で定め

る方法により算

出した額を支給

する。 

農業委員会委員候補者選考委員委員 日額 ６，０００円 
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会 

固定資産評価審査委員会 委員長 日額 １０，２００円 

委員 日額 ９，０００円 

行政不服審査会 会長 日額 １０，２００円 

委員 日額 ９，０００円 

特別職報酬等審議会 委員 日額 ６，０００円 

補助金等審議会 委員 日額 ６，０００円 

政治倫理審査会 委員 日額 ６，０００円 

総合計画審議会 委員 日額 ６，０００円 

情報公開・個人情報保護審査会 委員 日額 ６，０００円 

選挙長 １回につき １２，２００円 

開票管理者 １回につき １２，２００円 

投票所の投票管理者 １回につき １４，５００円 

期日前投票所の投票管理者 １回につき １２，８００円 

投票所の投票立会人（６時間以上） １回につき １２，４００円 

投票所の投票立会人（６時間未満） １回につき ６，２００円 

期日前投票所の投票立会人（６時間以上） １回につき １０，９００円 

期日前投票所の投票立会人（６時間未満） １回につき ５，４５０円 

選挙立会人 １回につき １０，１００円 

開票立会人 １回につき １０，１００円 

ふるさと創生事業推進委員会 委員 日額 ６，０００円 

民生委員推薦会 委員 日額 ６，０００円 

国民健康保険運営協議会 委員 日額 ６，０００円 

介護認定審査会 委員 日額 １９，６００円 

障害者給付審査会 委員 日額 １９，６００円 

災害弔慰金等支給審査委員会 委員 日額 １９，６００円 

生活保護嘱託医 月額 ４５，０００円 

子ども・子育て会議 委員 日額 ６，０００円 

児童扶養（特別児童扶養手当等）障害認定医 日額 １７，５００円 

予防接種健康被害調査委

員会 

委員 日額 ６，０００円 
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廃棄物減量等推進審議会 委員 日額 ６，０００円 

廃棄物減量等推進員 年額 １１，７００円 

都市計画審議会 委員 日額 ６，０００円 

景観審議会 委員 日額 ６，０００円 

景観アドバイザー 日額 ６，０００円 

市営分譲住宅に関する調

査会 

委員 日額 ６，０００円 

開発審議会 委員 日額 ６，０００円 

防災会議 委員 日額 ６，０００円 

教育支援委員会 委員 日額 ６，０００円 

教育支援委員会の調査員 日額 ６，０００円 

いじめ問題対策連絡協議

会 

委員 日額 ６，０００円 

いじめ調査委員会 委員長 日額 ３０，０００円 

委員 日額 ２５，０００円 

いじめ再調査委員会 委員長 日額 ３０，０００円 

委員 日額 ２５，０００円 

社会教育委員 日額 ６，０００円 

スポーツ推進委員 日額 ６，０００円 

スポーツ推進審議会 委員 日額 ６，０００円 

図書館協議会 委員 日額 ６，０００円 

文化財保護審議会 委員 日額 ６，０００円 

学校運営協議会 委員 年額 １２，０００円 

学校給食センター運営委

員会 

委員 日額 ６，０００円 

産業医 年額 ４８０，０００円 

学校医（保育所・幼稚園含

む。） 

１校につき 年額 ２００，０００円 

１校の児童又は

生徒（当該年５月

１日の人数）の総

数 

年額 ２００人までは

１人あたり２０

０円、２０１人か

らは１人あたり
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３００円を加算 

学校歯科医（保育所・幼稚

園含む。） 

１校につき 年額 ２００，０００円 

１校の児童又は

生徒（当該年５月

１日の人数）の総

数 

年額 ２００人までは

１人あたり２０

０円、２０１人か

らは１人あたり

３００円を加算 

学校薬剤師（幼稚園含む。） １校につき 年額 ７０，０００円 

水道運営審議会 委員 日額 ６，０００円 

水道水源保護審議会 委員 日額 ６，０００円 

下水道審議会 委員 日額 ６，０００円 

農業集落排水及びコミニ

ティ・プラント事業審議会 

委員 日額 ６，０００円 

環境保全審議会 委員 日額 ６，０００円 

地籍調査推進委員 日額 ６，０００円 

国民保護協議会 委員 日額 ６，０００円 

男女共同参画推進委員会 委員 日額 ６，０００円 

義務教育施設適正配置審

議会 

委員 日額 ６，０００円 

学区審議会 委員 日額 ６，０００円 

ホテル等建築審議会 委員 日額 ６，０００円 

参与 月額 １２０，０００円 

男女共同参画苦情処理委員 日額 ６，０００円 

別表第２（第２条、第６条、第７条関係） 

（平１８条例１５９・平２３条例６・令６条例１４・一部改正） 

職名 勤務１日当たりの費用弁償 

市内の公立学校の教職員 １，０００円 

 


